
 

１ 県立高校のバリアフリー対応の現状 

 

（１）考え方 

 

○ 県立高校のバリアフリー化につきましては、「県立学校施設長寿命化計画」に基づく

改修工事の中で、「人にやさしい街づくりの推進に関する条例（人まち条例）」に適合す

るよう手すりやスロープを設置している。 

 

○ なお、学校に多目的トイレがない場合、管理棟の長寿命化改修の際に設置する。 

 

○ また、これとは別に、身体に障がいのある生徒の入学等にあたり、生徒本人や保護者

からの要望に基づき、手すりやスロープの設置、トイレ改修や多目的トイレなどのバリ

アフリー対応を行っている。 

 

（２）進捗状況 

 

○ 県立高校の長寿命化計画の対象５９４棟のうち、２０２３年度までに１８１棟（30.5%）、

の工事が完了。２０２４年度完了予定の４９棟を加えると２３０棟（38.7%）の改修工事

が完了する。 

 

○ トイレについては、２０１９年度から２０２３年度までの５年間で短期集中的に普通教室棟、

管理棟及び一部特別教室棟の湿式床のトイレにおいて床の乾式化及び洋式化を図った。 

 

○ 結果、バリアフリー化は順次進んでおり、例えば多目的トイレについては、２０２４年４月１

日現在、県立高校１５０校中１４５校（９６．７％）に設置が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県立高校のエレベーター設置について 

○ 県立高校のエレベーターについては、校舎の新増改築の際、人まち条例の適合義務（３

階かつ延床面積２，０００㎡以上）となる場合に設置をしており、２０２４年４月１日

時点で１５０校中９校（６％）に設置済である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今後については、改築を進めている明和高校、春日井高校の校舎、高校再編に伴い稲

沢緑風館高校に増築する校舎の合わせて３校４基へエレベーターの設置を予定してい

る。 

 

 ○ また、中高一貫校に必要な中学校用の校舎６校６基の設置を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、文部科学省の全国調査として、今年度、「学校施設のバリアフリー化に関する実態調

査」が国公立の小中学校及び特別支援学校を対象に行われている。 

    この調査に合わせて、義務教育課程に在籍するエレベーターを必要とする障害のある児

童生徒数についても、現在、市町村教育委員会に対して県独自に調査を行っている。 
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